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 株 主 各 位   

   東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル7階 

   ブリッジコンサルティンググループ株式会社 

   代表取締役CEO 宮 崎 良 一 
 

第13回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 
 
 当社「第13回定時株主総会招集ご通知」の事業報告に一部誤りがありましたので、記

載内容を訂正いたしました。訂正の内容は下記のとおりです。 

 なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

事業報告の６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況  

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

 

（訂正前） 

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

 当社は2021年12月15日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築

の基本方針」を決議しております。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するた

めの体制を整備・運用しております。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ａ 当社は、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を

強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会

決議及び社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督す

る。 

ｂ 当社は、健全な事業活動を推進するための組織としてリスクマネジメント・コン

プライアンス委員会を設置し、審議・報告した内容のうち重要と判断したものは取締

役会に報告する。 

ｃ 当社の内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を規定に定め、高

い専門性及び倫理観を有する監査担当者による監査を実施する。 

ｄ 当社は、法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談窓口を社内及び社外

に設置し、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。 

ｅ リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、当社における企業倫理

に対する取り組みを推進する。 

ｆ 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係

を持たず、いかなる利益供与も行わない。 

 

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ａ 当社の危機管理等、リスクマネジメントに関する基本的事項を決定するとともに、

リスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて事業活動を取り巻く様々なリスク

の評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。 

ｂ 当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会より報告される重要リス

クへの対策、危機管理等について、その運用が有効に行われているかを取締役会にて

監督する。 

ｃ 当社は、危機が発生した場合に危機対策本部等を設置する等、迅速かつ適切な対

応を行い、被害最小化を図るとともに、当社は社外への適時適切な発信を実施する。 



③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ａ 取締役会規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて取締役会を開

催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決

定する。 

ｂ 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた組織規程、業務分掌規程並びに

決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程に基づき、職務執行上の責

任体制を確立することにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。 

 

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ａ 取締役会規程、情報システム管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取

締役の職務の執行に係る情報を適正に保存及び管理する。 

ｂ 適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。 

 

⑤ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外

の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項 

a 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更におい

ては監査等委員会の同意を得ることとする。 

b 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に

帰属するものとする。 

 

⑥ 監査等委員会への報告に関する体制 

ａ 当社の取締役・使用人等は、法定事項のほか当社の経営・業績に影響を及ぼす重

要な事項や内部監査の活動概要を監査等委員会に適時報告する。 

ｂ 内部通報制度による通報状況及びその内容を遅滞なく監査等委員会に報告する体

制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう対応する。 

ｃ 当社の取締役・使用人等は、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他

重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応する。 

 

⑦ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制 

当社の取締役・使用人等が、監査等委員に報告を行ったことを理由として、不利益

な取扱いを受けないこととし、適正に対応する。 

 

⑧ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

ａ 監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払

い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じるこ

ととする。 

ｂ 監査等委員による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応

じる。 

 

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ａ 監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施

及び監査環境の整備に協力する。 

ｂ 監査等委員会と社長との意見交換を適宜実施し、監査が実効的に行われるための

連携を保つよう努める。 

ｃ 当社の監査担当者・会計監査人は、監査等委員会と十分な連携を図る。 



（訂正後） 

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

 当社は2024年４月18日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの基

本方針」を決議しております。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するための

体制を整備・運用しております。 

① 当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制 

ａ 当社は、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を

強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会

決議及び社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督す

る。 

ｂ 当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するための組織としてリ

スクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、審議・報告した内容のうち重

要と判断したものは取締役会に報告する。 

ｃ 当社及びグループ会社の内部監査が実効的に行われることを確保するための体制

を規定に定め、高い専門性及び倫理観を有する監査担当者による監査を実施する。 

ｄ 当社は、当社及び当社グループの法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する

相談窓口を社内及び社外に設置し、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。 

ｅ リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、当社及びグループ会社

における企業倫理に対する取り組みを推進する。 

ｆ 当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団

体とは一切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。 

 

②  当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ａ 当社及びグループ会社の危機管理等、リスクマネジメントに関する基本的事項を

決定するとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて事業活動を取

り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。 

ｂ 当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会より報告される重要リス

クへの対策、危機管理等について、その運用が有効に行われているかを取締役会にて

監督する。 

ｃ 当社及びグループ会社は、危機が発生した場合に危機対策本部等を設置する等、

迅速かつ適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、当社は社外への適時適切な

発信を実施する。 

 

③ 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 

ａ 取締役会規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて取締役会を開

催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決

定する。 

ｂ 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた組織規程、業務分掌規程並びに

決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程に基づき、職務執行上の責

任体制を確立することにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。 

ｃ 当社は、グループ会社に対し、当社の体制を参考として又はグループ会社の組織

に応じて、取締役等の職務の執行が効率的に行われるために必要な体制を構築させる。 

 

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ａ 取締役会規程、情報システム管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取

締役の職務の執行に係る情報を適正に保存及び管理する。 



ｂ 適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。 

 

⑤ グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

a  グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティン

グを開催し重要な情報を共有する。 

b  グループ会社の管理に関する規程に基づき、グループ会社の重要な業務執行につ

いて当社が承認を行う、又は報告を受けることとする。 

 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外

の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項 

a 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更におい

ては監査等委員会の同意を得ることとする。 

b 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に

帰属するものとする。 

 

⑦ 監査等委員会への報告に関する体制 

ａ 当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、法定事項のほか当社及びグループ

会社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項や内部監査の活動概要を監査等委員会に

適時報告する。 

ｂ 内部通報制度による通報状況及びその内容を遅滞なく監査等委員会に報告する体

制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう対応する。 

ｃ 当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、監査等委員会から業務執行に関す

る事項及びその他重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に

対応する。 

 

⑧ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制 

当社及びグループ会社の取締役・使用人等が、監査等委員に報告を行ったことを理

由として、不利益な取扱いを受けないこととし、適正に対応する。 

 

⑨ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

ａ 監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払

い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じるこ

ととする。 

ｂ 監査等委員による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応

じる。 

 

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ａ 監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施

及び監査環境の整備に協力する。 

ｂ 監査等委員会と社長との意見交換を適宜実施し、監査が実効的に行われるための

連携を保つよう努める。 

ｃ 当社の監査担当者・会計監査人は、監査等委員会と十分な連携を図る。 

 

以 上 


